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諮問庁：日本年金機構 

諮問日：令和４年８月２４日（令和４年（独情）諮問第５６号） 

答申日：令和５年１２月１８日（令和５年度（独情）答申第８６号） 

事件名：障害年金センター障害認定審査委員会の議事録の不開示決定に関する

件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書１ないし文書２３（以下，併せて「本件対象文書」と

いう。）につき，その全部を不開示とした決定については，別表の２欄に

掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，令和４年２月２５日付け年機

構発第２３号により日本年金機構（以下「機構」，「処分庁」又は「諮問

庁」という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）の取消し

を求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する本件審査請求の理由は，審査請求書の記載による

と，おおむね以下のとおりである（資料については省略）。 

（１）法の目的 

法は，第１条において，「国民主権の理念にのっとり，法人文書の開

示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につ

き定めること等により，独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を

図り，もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務

が全うされるようにすることを目的とする」と定めている。 

（２）不開示理由 

処分通知には不開示理由として以下の２点の記載がある。 

① 障害認定審査委員会においては，会議の概要（会議録）を作成

することとしていますが，個別の事案が対象となるため，当該会議

録に含まれる記述により特定の個人を識別することができる，又は

特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，な

お個人の権利利益を害するおそれがあります。（法５条１号） 

② 会議録を公にすることにより，会議録に記載された個別の事案

に係る認定結果が，他の事案においても一様に，同等の認定結果に
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なるかのような誤認を招くおそれがあり，障害認定審査委員会にお

ける率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれ，不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある（法５条

３号）ため，対象の法人文書は不開示とします。 

（３）開示すべき理由 

ア 障害認定審査委員会の設置趣旨 

２０１８年５月に新聞報道により明らかとなった，２０歳前初診の

障害基礎年金受給者１０１０人に支給停止が予告された問題は，認

定医の変更がその原因であった。障害基礎年金については，２０１

７年３月までは各都道府県に置かれた機構事務センターが委託した

認定医が障害の程度（等級）を認定していたものが，２０１７年４

月からは東京に新たに置かれた障害年金センターが委託した認定医

が認定をすることになったことで，ほとんどのケースで障害の程度

を認定する認定医が変更となった。これにより，これまでと同様の

診断書を提出したにもかかわらず，２級非該当（支給停止相当）と

判断されたケースが１０００件以上生じたのである。 

つまり，統一した障害年金認定基準に基づいて，障害の程度を認定

した場合であっても，認定医によって，２級と判断されたり，２級

非該当と判断されたりケースが多々あるということが，白日の下に

さらされたのである。 

これについて国会でも審議がなされ，厚労省は，基本的に認定医変

更前に２級と認定された同様の診断書については支給停止にしない

という取り扱いとすることを表明し，これにより，１０１０人のう

ち２０１８年に診断書の提出を求めて診断書を提出した９５４人の

うち，８２３人（８６％）が認定医変更前と同様の診断書が提出さ

れたとして，支給が継続されることになった。それとともに障害認

定における「公正性の確保のための取組」として，複数の認定医に

よる審査とともに，「認定医の医学的な総合判断を特に要する事例

については，障害の分野別に認定医による会議を開催し，当該事例

について検討し，認定事例の共有を図るとともに，認定医間の審査

基準に対する認識の統一を図ること」が示された。この会議が，障

害認定審査委員会である。 

つまり，障害年金が支給されるべき障害程度か否かという認定の公

正性を担保するために設置されたのが同委員会ということになる。 

同様の診断書に対する認定（障害年金が支給されるか否か）が認定

医が誰に当たるかによって決定付けられてしまい，同様の診断書で

も障害年金が受給できる人とできない人が生じているという障害年
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金の認定の不公正を正し，認定の公正性を担保するために，いかな

る議論がなされているのかについて主権者たる国民は知る権利があ

り，「独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り，もって

独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うさ

れるようにする」という上記（１）の法目的からすれば，開示され

るべき情報にほかならない。 

イ 不開示理由①に対して 

不開示理由①のうち，「特定の個人を識別することができる，又は

特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，な

お個人の権利利益を害するおそれがあ」るという点については，そ

のように部分だけを不開示（マスキング）すれば済むことである。 

「個別の事案が対象となるため」ともしている点については，障害

年金に関する行政争訟の結果である，社会保険審査官による決定書，

社会保険審査会による裁決書および裁判所による判決は個別事案に

ついてのものであるものの，特定の個人を識別することができる情

報についてはマスキングされて，開示または公開され，そのことが

障害年金認定の公正性および標準化に寄与していることからすれば，

個人が識別できる情報以外の部分は開示され，障害年金の認定が公

正に行われているか否かを，主権者たる国民が判断し，その議論が，

憲法，国民年金法および厚生年金保険法の規定に則り，適正に行わ

れているかを検証できるようにすべきてある。 

なお，そもそも，障害のあるものの生存権保障の中核を担う，障害

により稼得活動が制限された場合に喪失した所得を保障する障害年

金という制度趣旨からすれば，どのような場合に障害年金が受給で

き，どのような場合に受給できないのかに直結する本件の情報は法

５条１号が除外している「ロ 人の生命，健康，生活又は財産を保

護するため，公にすることが必要であると認められる情報」に該当

すると判断されるべきであり，その点からもそもそも法５条１号を

理由とした全面不開示は取り消されるべきである。 

ウ 不開示理由②に対して 

法５条３号の「内部又は相互間における審議，検討又は協議に関す

る情報であって，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混

乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがあるもの」による不開示は，１条に掲げられ

た法目的や５条１号の除外規定との比較衡量のうえで，慎重に判断

されるべきものである。そうでないと，同号を根拠に審議，検討お

よび協議に関する情報のすべてが非開示とされてしまい，国民は公
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正に独立法人が活動しているか否かを知ることも検証することもで

きなくなってしまう。 

この点も上記イで述べたとおり，①社会保険審査官による決定書，

社会保険審査会による裁決書および裁判所による判決は個別事案に

ついてのものであるものの，特定の個人を識別することができる情

報についてはマスキングされて，開示または公開され，そのことが

障害年金認定の公正性および標準化に寄与していること，②障害の

あるものの生存権保障の中核を担う，障害により稼得活動が制限さ

れた場合に喪失した所得を保障する障害年金という制度趣旨からす

れば，本件の情報は法５条１号が除外している「ロ 人の生命，健

康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認

められる情報」に該当すると判断されるべきであることにより，こ

の法５条３号は全面不開示の理由とされるべきではない。 

（４）結論 

上記（３）により，本件処分は取り消され，同議事録は開示されるべ

きである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書 

（１）経過 

ア 開示請求（令和４年１月２６日受付） 

機構に対して，「障害年金センター障害認定審査委員会の議事録全

て」に係る法人文書の開示請求がされた。 

イ 原処分（令和４年２月２５日） 

以下の理由により，不開示決定とする。 

理由：障害認定審査委員会においては，会議の概要（会議録）を作

成することとしているが，個別の事案が対象となるため，当該

会議録に含まれる記述により，特定の個人を識別することがで

きる，又は特定の個人を識別することはできないが，公にする

ことにより，なお個人の権利利益を害するおそれがある（法５

条１号）。また，会議録を公にすることにより，会議録に記載

された個別事案に係る認定結果が，他の事案においても一様に，

同等の認定結果になるかのような誤認を招くおそれがあり，障

害認定審査委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を

生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがある（法５条３号）。 

ウ 審査請求（令和４年５月２６日受付） 

令和４年２月２５日付法人文書不開示決定処分（年機構発第２３
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号）を不服として審査請求を提起。 

（２）諮問庁としての見解 

ア 審査請求人の主張 

審査請求人は次のとおり，不開示とされたことに対して不服を申し

立てている。 

（ア）障害認定審査委員会は，障害年金が支給されるべき障害程度か否

かという認定の公正性を担保するために設置されたものである。障

害年金の認定の不公正を正し，認定の公正性を担保するために，い

かなる議論がなされているのかについて主権者たる国民は知る権利

があり，開示するべきである。 

（イ）法５条１号による不開示に対して 

特定の個人を識別することができる等の点については，その部分

だけを不開示に（マスキング）すれば済むことである。また，社会

保険審査会による裁決書および裁判所による判決は個別事案につい

てのものであるものの，マスキングされて，開示または公開され，

そのことが障害年金認定の公正性および標準化に寄与していること

からすれば，個人が識別することができる情報以外の部分は開示さ

れ，障害年金の認定が公正に行われているか否かを，主権者たる国

民が判断し，その議論が適正に行われているかを検証できるように

すべきである。 

なお，障害年金がどのような場合に受給でき，どのような場合に

受給できないのかに直結する本件の情報は法５条１号ロ「人の生命，

健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると

認められる情報」に該当すると判断されるべきであり，全面不開示

は取り消されるべきである。 

（ウ）法５条３号による不開示に対して 

法５条３号による不開示は法１条に掲げられた法目的や法５条１

号の除外規定との比較衡量のうえで，慎重に判断されるべきもので

ある。よって，法５条１号ロに該当すると判断されるべきであり，

法５条３号による全面不開示の理由とされるべきではない。 

イ 不開示決定とすることが妥当である理由 

（ア）法５条１号の該当性 

障害認定審査委員会は，障害年金の決定等に際し適正な障害認定

を確保するために，「複数の障害認定医による障害の程度に係る審

査の結果，意見が異なる事案」や「慎重な判断が求められる事案」

について，診断書や病歴・就労状況等申立書等により個別に医学的

判断を行っており，具体的な審査については，障害認定審査委員会

設置要領（以下「設置要領」という。）において非公開で開催する
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こととしている。 

障害認定審査委員会の対象については，希少難病などの「慎重な

判断が求められる事案」も含まれるため，障害認定審査委員会の会

議録を開示することにより，年金請求者等が知り得ないところで，

個別の病名や病状，検査成績，生活状況等に関する記述や委員の発

言内容により個人の特定が可能となるおそれがある。 

このため，障害認定審査委員会の会議録については，法５条１号

に規定する「個人に関する情報であって，特定の個人を識別できる

情報又は特定の個人を識別することはできないが，公にすることに

より，なお個人の権利利益を害するおそれがある」ことから，不開

示情報に該当するものである。 

なお，障害認定審査委員会の会議録については，障害年金の個別

の事案の障害認定に関するものであるため，人の生命・健康等を保

護するために公にすることが必要な情報とは認められず，法５条１

号ただし書きロに該当しない。 

（イ）法５条３号の該当性 

障害認定審査委員会は，障害認定にあたり慎重な判断が求められ

る際に個別に医学的判断を行うものであるため，設置要領において

非公開で開催することとしている。仮に，会議録が逐一公開される

こととなった場合，委員が公表を意識することにより，その後の障

害認定審査委員会において，形式的な議論しか展開されず，率直な

意見交換がなされないことにより，適正な審査を行う場が失われて

しまうこととなる。また，障害認定審査委員会における個別の事案

に関する識論が，他の事案においても同等の認定結果になるかのよ

うな誤解を与えることとなり，国民の混乱を招くおそれが生じる。 

これにより，法５条３号に規定する「国の機関，独立行政法人等，

地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議，

検討又は協議に関する情報であって，公にすることにより，率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」に該当すると

認められるため不開示決定とすることは妥当である。 

（３）結論 

以上のことから，本件不服申立ては棄却すべきものと考える。 

２ 補充理由説明書 

（１）趣旨 

理由説明書において，令和４年１月２６日受付の審査請求人による法

人文書開示請求に対し，令和４年２月２５日付けで処分庁が行った不開
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示決定（原処分）について，法５条１号及び３号の該当性から，不開示

決定とすることが妥当である理由の説明を行ったところである。 

諮問書提出後，改めて原処分にかかる法の該当性について検討した結

果，原処分が妥当である理由について，次のとおり理由説明書を補充す

ることとしたものである。 

（２）「不開示決定とすることが妥当である理由」についての補充 

ア 障害認定審査委員会は，障害年金の決定等に際し適正な障害認定を

確保するために，慎重な判断が求められる事案等について，個別に医

学的な判断を行うものである。同委員会の会議録が公表されることに

より，個別の事案にかかる議論の内容や審査結果が，あたかも他の事

案においても同等の判断を行うかのように誤解され，その議論の内容

や審査結果を潜脱した不適切な請求に繋がるなど，障害年金の事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあり，障害年金の審査事務の適正な遂行

に支障を及ぼすことから，法５条４号「法人事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるもの」に該当すると認められる。 

イ 障害認定審査委員会の会議録のうち，外部公表していない電話番号

については，緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，法５条４

号「法人事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当

すると認められる。 

（３）結論 

理由説明書及び上記（２）の補充理由のとおり，原処分は妥当であり，

本件不服申立ては棄却すべきものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年８月２４日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年９月１５日    審議 

④ 令和５年７月１２日  諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑤ 同年１１月２７日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件

対象文書の見分及び審議 

⑥ 同年１２月１１日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

その全部を法５条１号及び３号に該当するとして不開示とする決定（原処

分）を行った。 

これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問

庁は，上記第３の２のとおり，不開示理由として法５条４号柱書きを追加
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した上で，原処分は妥当であるとしている。 

そこで，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，不開示情報該当性に

ついて検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）不開示とすべき部分について 

ア 障害認定医の氏名等について 

障害認定審査委員会に出席した障害認定医である審査委員の姓及び

印影並びに等級認定を行った障害認定医の氏名は，いずれも法５条

１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるものに該当する。 

法５条１号ただし書該当性について検討すると，当該部分は，下記

（ア）及び（イ）の理由から同号ただし書イに該当するものとは認

められず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

（ア）「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」（平成１

７年８月３日付け情報公開に関する連絡会議申合せ。以下「申合

せ」という。）では，「職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の

氏名」は，特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き，法５条１

号ただし書イに該当し，公にするものとされている。 

しかしながら，障害認定医は，機構が業務委託契約している医師

であり，その身分について特段の規定はなく，公務員とは認められ

ないことから，その氏名については，申合せは適用されない。 

（イ）障害認定医の氏名については，法令の規定，官報や機構のウェブ

サイト上で公表している事実は認められない。 

また，法６条２項の部分開示について検討すると，障害認定医の氏

名（姓）は，個人識別部分であり部分開示の余地はない。 

したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条３号及び４号

柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

イ 別表の通番１，６，１０，１５，１７，２０，２４，２６，２９，

３１，３４，３６，３９，４１，４４，４６，４９，５１，５４，５

６，５９，６１，６４，６６，６９，７１，７４，７６，７９，８１，

８４，８６，８９，９１，９４及び９８のうち各表題を除く部分につ

いて 
（ア）当該部分には，事案ごとに個別に医学的な判断がされた内容が記

載されていることが認められる。 

（イ）諮問庁は，上記第３の１（２）イ（ア）において，障害認定審査

委員会は，障害年金の決定等に際し適正な障害認定を確保するため

に，「複数の障害認定医による障害の程度に係る審査の結果，意見
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が異なる事案」や「慎重な判断が求められる事案」について，診断

書や病歴・就労状況等申立書等により個別に医学的判断を行ってお

り，具体的な審査については，設置要領において非公開で開催する

こととしている旨説明する。 

その上で，諮問庁は，上記第３の２（２）アにおいて，障害認定

審査委員会の会議録を公にすると，個別の事案に係る議論の内容や

審査結果が，あたかも他の事案においても同等の判断を行うかのよ

うに誤解され，その議論の内容や審査結果を潜脱した不適切な請求

につながるなど，障害年金の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る旨説明する。 

（ウ）当審査会において，諮問書に添付された設置要領を確認したとこ

ろ，障害認定審査委員会は非公開とされていることが認められる。 

（エ）以上を踏まえて検討すると，当該部分は，医師としての知識及び

所見と密接不可分な内容であると認められ，これらを公にした場合

に，上記（イ）のような機構の行う障害年金給付に係る事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明に不自然，

不合理な点は認められない。 

（オ）したがって，当該部分は，法５条４号柱書きに該当し，同条１号

及び３号について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当で

ある。 

ウ 別表の通番５，９，１３，１９，２３，２８，３３，３８，４３，

４８，５３，５８，６３，６８，７３，７８，８３，８８，９３及び

９７のうち各表題を除く部分について 
当該部分には，氏名等特定の個人を識別することができる情報は含

まれていないものの，特定の個人の疾病の発生状況及び障害認定医

による等級の認定状況等が記載されていることが認められる。 
当該部分は，これを公にすると，他の情報と照合することにより，

疾病が発生した者の関係者等一定範囲の者には，当該個人が特定さ

れるおそれがあり，その結果，一般的に他人に知られることを忌避

すべき内容等が判明することとなることから，当該部分は，法５条

１号本文後段に規定する特定の個人を識別することはできないが，

公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるも

のに該当すると認められる。 
次に，法５条１号ただし書該当性について検討すると，当該部分は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予

定されている情報であるとは認められないことから，同号ただし書

イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められな

い。 
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したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条３号及び４号

柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 
エ 文書２３に記載された電話番号について 

補充理由説明書（上記第３の２（２）イ）によると，当該部分は一

般に公にされていない情報とのことであり，これを公にすると，い

たずらや偽計等に使用されるおそれがあると認められることから，

機構の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁

の説明は，否定し難い。 

そうすると，当該部分は，法５条４号柱書きに該当すると認められ，

同条１号及び３号について判断するまでもなく，不開示としたこと

は妥当である。 

（２）開示すべき部分について 

ア 機構の職員の氏名（姓）及び職名について 

機構の職員の氏名（姓）及び職名は，法５条１号本文前段に規定す

る個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができる

ものに該当する。 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し確認させたところ，機構

の職員の氏名（姓）については，申合せに準じた取扱いをしている

と説明することから，法５条１号ただし書イに該当するものと認め

られる。 

さらに，これを公にしても，率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を生じさ

せるおそれ，若しくは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益

を及ぼすおそれ又は障害年金の事務の遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとは認められないことから，法５条３号及び４号柱書きのいず

れにも該当しない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，３号及び４号柱書きのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

イ 傷病名について 
当該部分は，これを公にすると，疾病が発生した者の関係者等一定

範囲の者には，当該個人が特定されるおそれがあり，その結果，一

般的に他人に知られることを忌避すべき内容等が判明することとな

ることから，当該部分は，法５条１号本文後段に規定する特定の個

人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の

権利利益を害するおそれがあるものに該当すると認められる。 
しかしながら，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し確認させ

たところ，傷病名は公表慣行があると説明することから，法５条１
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号ただし書イに該当するものと認められる。 
さらに，上記アと同様の理由により，法５条３号及び４号柱書きの

いずれにも該当しない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，３号及び４号柱書きのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 
ウ その余の部分について 

当該部分は，障害認定審査委員会の会議録又は議事次第のうち，同

委員会の議事の進行等を内容とする部分及び同委員会における役割

等を示す部分，同委員会の審査結果に関する決裁文書表紙の一部並

びに審査結果一覧表等の表の一部にすぎず，法５条１号に規定する

個人に関する情報に該当しない。 
また，上記アと同様の理由により，法５条３号及び４号柱書きのい

ずれにも該当しない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，３号及び４号柱書きのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 
３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その全部を法５条１号及び３号

に該当するとして不開示とした決定について，諮問庁が同条１号，３号及

び４号柱書きに該当することから不開示とすべきとしていることについて

は，別表の２欄に掲げる部分を除く部分は，同条１号及び４号柱書きに該

当すると認められるので，同条３号について判断するまでもなく，不開示

としたことは妥当であるが，別表の２欄に掲げる部分は，同条１号，３号

及び４号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第４部会） 

委員 白井幸夫，委員 田村達久，委員 野田 崇 
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別紙 本件対象文書 

 

文書１  令和元年度 第１回 障害認定審査委員会会議録 

文書２  令和元年度 第２回 障害認定審査委員会会議録 

文書３  第３回 障害認定審査委員会の審査結果について（伺い）（新型コ

ロナ感染拡大防止により持ち回り開催） 

文書４  第３回 障害認定審査委員会の審査結果について（伺い）（新型コ

ロナ感染拡大防止により持ち回り開催） 

文書５  令和２年度 第１回 障害認定審査委員会の審査結果について（伺

い）（新型コロナ感染拡大防止により持ち回り開催） 

文書６  令和２年度 第２回 障害認定審査委員会 精神障害部会 会議録 

文書７  令和２年度 第３回 障害認定審査委員会 内部障害部会の審査結

果について（伺い） 

文書８  令和２年度 第４回 障害認定審査委員会 精神障害部会 会議録 

文書９  令和２年度 第５回 障害認定審査委員会 精神障害部会 会議録 

文書１０ 令和２年度 第６回 障害認定審査委員会 内部障害部会 会議録 

文書１１ 令和２年度 第７回 障害認定審査委員会 精神障害部会 会議録 

文書１２ 令和２年度 第８回 障害認定審査委員会 精神障害部会 会議録 

文書１３ 令和２年度 第９回 障害認定審査委員会 外部障害部会 会議録 

文書１４ 令和２年度 第１０回 障害認定審査委員会 精神障害部会 会議

録 

文書１５ 令和２年度 第１１回 障害認定審査委員会 外部障害部会 会議

録 

文書１６ 令和３年度 第１回 障害認定審査委員会 外部障害部会 会議録 

文書１７ 令和３年度 第１回障害認定審査委員会精神障害部会 会議録 

文書１８ 令和３年度 第２回障害認定審査委員会精神障害部会 会議録 

文書１９ 令和３年度 第２回 障害認定審査委員会 外部障害部会 会議録 

文書２０ 令和３年度 第３回 障害認定審査委員会 外部障害部会 会議録 

文書２１ 令和３年度 第３回障害認定審査委員会精神障害部会 会議録 

文書２２ 令和３年度 第４回障害認定審査委員会精神障害部会 会議録 

文書２３ 令和３年度 第４回障害認定審査委員会外部障害部会の審査結果に

ついて（持回り開催） 
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別表 

 

本件対象 

文書 通番 １ 欄等の名称 ２ 開示すべき部分 

文書 枚目 

１ 及

び２ 

１ な

い し

５ 

１ 会議内容 各表題 

２ 通番１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

３ １ 及

び２ 

３ 全て 障害認定医である審

査委員の姓及び印影

を除く部分 

３ 及

び４ 

４ 「認定医Ａ」欄及び「認定医

Ｂ」欄 

各表題 

５ 「等級目安」欄，「認定結

果」欄，「認定理由」欄，

「一致／不一致」欄及び「フ

ィードバック結果」欄 

各表題 

６ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

７ 通番４ないし通番６を除く部

分 

全て 

４ １ 及

び２ 

８ 全て 障害認定医である審

査委員の姓及び印影

を除く部分 

３ 及

び４ 

９ 「性別年齢」欄，「認定医Ａ

（初回）」欄及び「認定医Ｂ

（２回目）」欄 

各表題 

１０ 「審査委員会の審査結果」欄 各表題 
１１ 通番９及び通番１０を除く部

分 
全て 

５ １ 及

び２ 

１２ 全て 障害認定医である審

査委員の姓及び印影

を除く部分 
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３ な

い し

５ 

１３ 「傷病名」欄の右隣の欄，

「等級目安」欄，「認定結

果」欄，「認定理由」欄，

「フィードバック結果」欄，

「一致／不一致」欄及び「リ

トライ結果」欄 

各表題 

１４ 「認定医Ａ」欄及び「認定医

Ｂ」欄 

各表題 

１５ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

１６ 通番１３ないし通番１５を除

く部分 

全て 

６ １ な

い し

１１ 

１７ 会議内容 各表題 

１８ 通番１７を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

１ ２

な い

し １

５ 

１９ 「概要」欄，「等級目安」

欄，「認定結果」欄，「認定

理由」欄及び「２回目の障害

認定を依頼した理由・論点」

欄 

各表題 

２０ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

２１ 通番１９及び通番２０を除く

部分 

全て 

７ １ 及

び２ 

２２ 全て 障害認定医である審

査委員の姓及び印影

を除く部分 

３ ２３ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

２４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 
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２５ 通番２３及び通番２４を除く

部分 

全て 

８ １ な

い し

１３ 

２６ 会議内容 各表題 

２７ 通番２６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

１ ４

な い

し １

７ 

２８ 「概要」欄，「等級目安」

欄，「認定結果」欄，「認定

理由」欄及び「２回目の障害

認定を依頼した理由・論点」

欄 

各表題 

２９ 審査委員の意見等，「審査結

果」欄及び「審査結果（２．

６．２５開催）」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

３０ 通番２８及び通番２９を除く

部分 

全て 

９ １ な

い し

９ 

３１ 会議内容 各表題 

３２ 通番３１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

１ ０

な い

し １

２ 

３３ 「概要」欄，「等級目安」

欄，「認定結果」欄，「認定

理由」欄及び「２回目の障害

認定を依頼した理由・論点」

欄 

各表題 

３４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

３５ 通番３３及び通番３４を除く

部分 

全て 

１０ １ 及

び２ 

３６ 会議内容 各表題 

３７ 通番３６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 
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３ ３８ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

３９ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

４０ 通番３８及び通番３９を除く

部分 

全て 

１１ １ な

い し

７ 

４１ 会議内容 各表題 

４２ 通番４１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

８ 及

び９ 

４３ 「概要」欄，「等級目安」

欄，「認定結果」欄，「認定

理由」欄及び「２回目の障害

認定を依頼した理由・論点」

欄 

各表題 

４４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

４５ 通番４３及び通番４４を除く

部分 

全て 

１２ １ な

い し

４ 

４６ 会議内容 各表題 

４７ 通番４６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

５ ４８ 「概要」欄，「等級目安」

欄，「認定結果」欄，「認定

理由」欄及び「２回目の障害

認定を依頼した理由・論点」

欄 

各表題 

４９ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

５０ 通番４８及び通番４９を除く

部分 

全て 
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１３ １ な

い し

４ 

５１ 会議内容 表題 

５２ 通番５１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

５ ５３ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・」欄 

各表題 

５４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 
各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 
５５ 通番５３及び通番５４を除く

部分 
全て 

１４ １ な

い し

５ 

５６ 会議内容 各表題 

５７ 通番５６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

６ ５８ 「概要」欄，「等級目安」

欄，「認定結果」欄，「認定

理由」欄及び「２回目の障害

認定を依頼した理由・論点」

欄 

各表題 

５９ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

６０ 通番５８及び通番５９を除く

部分 

全て 

１５ １ な

い し

５ 

６１ 会議内容 各表題 

６２ 通番６１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

６ ６３ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 
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６４ 審査委員の意見等及び「専門

医意見（認定結果）」欄 
各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 
６５ 通番６３及び通番６４を除く

部分 
全て 

１６ １ な

い し

４ 

６６ 会議内容 各表題 

６７ 通番６６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

５ ６８ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

６９ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 
各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 
７０ 通番６８及び通番６９を除く

部分 
全て 

１７ １ な

い し

５ 

７１ 会議内容 各表題 

７２ 通番７１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

６ ７３ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

７４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 
各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 
７５ 通番７３及び通番７４を除く

部分 
全て 

１８ １ な

い し

３ 

７６ 会議内容 各表題 

７７ 通番７６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 
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４ ７８ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

７９ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

８０ 通番７８及び通番７９を除く

部分 

全て 

１ ９

及 び

２０ 

１ な

い し

４ 

８１ 会議内容 各表題 

８２ 通番８１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

５ ８３ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

８４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

８５ 通番８３及び通番８４を除く

部分 

全て 

２１ １ な

い し

３ 

８６ 会議内容 各表題 

８７ 通番８６を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

４ ８８ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

８９ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 
各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 
９０ 通番８８及び通番８９を除く

部分 
全て 

 
 



 20 

２２ １ な

い し

３ 

９１ 会議内容 各表題 

９２ 通番９１を除く部分 障害認定医である審

査委員の姓を除く部

分 

４ ９３ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

９４ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

９５ 通番９３及び通番９４を除く

部分 

全て 

２３ １ 及

び２ 

９６ 全て 電話番号及び障害認

定医である審査委員

の印影を除く部分 

３ ９７ 「概要」欄，「認定結果」

欄，「認定理由」欄及び「２

回目の障害認定を依頼した理

由・論点」欄 

各表題 

９８ 審査委員の意見等及び「審査

結果」欄 

各表題のうち障害認

定医である審査委員

の姓を除く部分 

９９ 通番９７及び通番９８を除く

部分 

全て 

 


